
熊本日日新聞

公
聴
会
開
催
公
告

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び

土
地
収
用
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

　
令
和
七
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
中
野
　
洋
昌

1
　
起
業
者
の
名
称

　
国
土
交
通
大
臣
（
代
理
人
　
九
州
地
方
整
備
局
長
）

2
　
事
業
の
種
類

　
一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業

3
　
起
業
地

一
　
土
地

　
イ
　
収
用
の
部
分
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
、
字

　
山
手
及
び
字
荒
瀬
並
び
に
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
、
字
野
原
、
字
小
平
、

　
字
中
ノ
原
、
字
椎
葉
道
及
び
字
横
井
地
内

　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
、
字
小
濱
、
字
濱
野
、
字
北
瀬
目
、

　
字
状
越
、
字
宮
目
木
、
字
大
平
、
字
三
方
谷
、
字
鶴
地
、
字
辻
、
字
打
揚
、

　
字
下
谷
、
字
板
木
、
字
下
手
、
字
田
口
、
字
松
本
、
字
溝
口
、
字
九
折

　
瀬
及
び
字
鶴
、
丙
字
古
金
川
、
字
金
川
、
字
清
楽
、
字
二
俣
、
字
銅
山
、

　
字
逆
瀬
川
、
字
小
八
重
、
字
池
ノ
鶴
、
字
中
島
及
び
字
土
会
平
並
び
に

　
乙
字
下
小
鶴
、
字
久
領
、
字
大
角
、
字
扇
野
、
字
掛
迫
、
字
高
野
鶴
、

　
字
高
野
及
び
字
椎
葉
地
内

　
ロ
　
使
用
の
部
分
　
な
し

二
　
漁
業
権

イ
　
収
用
の
部
分
　[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
荒
瀬
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
椎
葉
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
ま
で

ロ
　
使
用
の
部
分
　[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
九
折
瀬
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
鶴
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
椎
葉
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
椎
葉
道
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
中
ノ
原
地
内
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
藤
田
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
瀬
目
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
濱
野
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
北
瀬
目
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
濱
野
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
北
瀬
目
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
宮
目
木
川
（
葛
の
八
重
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
状
越
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
宮
目
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
宮
目
木
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
逆
瀬
川
（
逆
瀬
川
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
逆
瀬
川
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
逆
瀬
川
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
銅
山
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
銅
山
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
三
方
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
板
木
川
（
板
木
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
五
木
小
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
小
八
重
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
小
八
重
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
椎
葉
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
土
会
平
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
掛
迫
川
（
掛
橋
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内
　
ま
で

4
　
公
聴
会
の
期
日

　
　
　
令
和
七
年
九
月
五
日
（
金
）
十
三
時
三
十
分
〜
二
十
時
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
十
二
時
四
十
五
分
受
付
開
始
）

　
　
　
　
　
同
年
九
月
六
日
（
土
）
十
一
時
十
五
分
〜
十
八
時
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
十
時
三
十
分
受
付
開
始
）

5
　
場
所

　
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
　
小
ホ
ー
ル

　
熊
本
県
人
吉
市
下
城
本
町
一
五
七
八
ー
一

6
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
起
業
者
の
名
称

　
国
土
交
通
大
臣
（
代
理
人
　
九
州
地
方
整
備
局
長
）

7
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
の
期
限

　
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定
の
申
出
書
の
様
式
に
必
須
事
項
を
御

　
記
入
の
上
、
七
月
十
八
日
ま
で
（
必
着
）
に
、
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先

　
ま
で
御
提
出
願
い
ま
す
。

8
　
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
と
し
て
、
申
出
一
件
ご
と
に
割

　
り
振
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
時
間

　
公
述
の
時
間
は
、
公
述
一
件
当
た
り
三
十
分
以
内
と
し
ま
す
。（
起
業

　
者
に
対
し
質
問
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
及
び
そ
れ
に
対
す

　
る
答
弁
に
要
す
る
時
間
も
含
み
ま
す
。）

9
　
そ
の
他
の
事
項

・
申
出
書
の
様
式
及
び
公
述
の
方
法
そ
の
他
公
述
の
詳
細
は
、
国
土
交
通
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
役
場
企
画
商
工
課
及
び
五
木
村
役
場
ダ
ム

対
策
課
に
備
え
つ
け
て
あ
り
ま
す
。

・
公
述
希
望
者
が
多
数
の
場
合
に
は
、
公
述
人
の
数
を
制
限
す
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

・
公
述
希
望
者
が
少
数
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
公
聴
会
の
開
催
時
間
を

変
更
す
る
等
の
場
合
に
は
、
会
場
入
口
に
掲
示
し
ま
す
。

・
公
聴
会
は
一
般
に
も
公
開
し
ま
す
。
な
お
、
会
場
の
収
容
能
力
及
び
公

聴
会
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、
受
付
時
に
、
当
日
の
傍
聴
券
を
先
着

順
に
て
配
布
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

・
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
に
駐
車
場
は
あ
り
ま
す
が
、
台
数
に
限
り

が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
又
は
乗
り
合
わ
せ
の
う
え

御
利
用
く
だ
さ
い
。

・
問
い
合
わ
せ
先

国
土
交
通
省
不
動
産
・
建
設
経
済
局
総
務
課
土
地
収
用
管
理
室

〒
一
〇
〇
ー
八
九
一
八
　
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
二
ー
一
ー
三

電
話
　
〇
三
ー
五
二
五
三
ー
八
一
一
一
（
内
線
二
四
一
六
四
）

　

　
　
　
　
　
　（https://www.m

lit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo
/tochi_fudousan_kensetsugyo_fr1_000001_00160.htm
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）



公
聴
会
開
催
公
告

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
聴
会
を
開
催

し
ま
す
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
土
地
収
用
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
三
十
三
号
）
第
六
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

　
令
和
七
年
七
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
中
野
　
洋
昌

1
　
起
業
者
の
名
称

　
国
土
交
通
大
臣
（
代
理
人
　
九
州
地
方
整
備
局
長
）

2
　
事
業
の
種
類

　
一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
ダ
ム
建
設
事
業

3
　
起
業
地

一
　
土
地

　
イ
　
収
用
の
部
分
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
、
字
山
手
及
び
字
荒
瀬
並
び
に
大
字
四
浦

西
字
堂
迫
、
字
野
原
、
字
小
平
、
字
中
ノ
原
、
字
椎
葉
道
及
び
字
横
井
地
内
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々

脇
、字
小
濱
、字
濱
野
、字
北
瀬
目
、字
状
越
、字
宮
目
木
、字
大
平
、字
三
方
谷
、字
鶴
地
、字
辻
、字
打
揚
、字
下
谷
、

字
板
木
、字
下
手
、字
田
口
、字
松
本
、字
溝
口
、字
九
折
瀬
及
び
字
鶴
、丙
字
古
金
川
、字
金
川
、字
清
楽
、字
二
俣
、

字
銅
山
、字
逆
瀬
川
、字
小
八
重
、字
池
ノ
鶴
、字
中
島
及
び
字
土
会
平
並
び
に
乙
字
下
小
鶴
、字
久
領
、字
大
角
、

字
扇
野
、
字
掛
迫
、
字
高
野
鶴
、
字
高
野
及
び
字
椎
葉
地
内

　
ロ
　
使
用
の
部
分
　
な
し

二
　
漁
業
権

イ
　
収
用
の
部
分
　[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
荒
瀬
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
椎
葉
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
ま
で

ロ
　
使
用
の
部
分
　[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
九
折
瀬
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
鶴
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
椎
葉
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
野
原
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
堂
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
椎
葉
道
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
西
字
中
ノ
原
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
藤
田
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
藤
田
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
相
良
村
大
字
四
浦
東
字
山
手
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
瀬
目
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
濱
野
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
北
瀬
目
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
濱
野
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
北
瀬
目
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
宮
目
木
川
（
葛
の
八
重
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
野
々
脇
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
状
越
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
宮
目
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
宮
目
木
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
逆
瀬
川
（
逆
瀬
川
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
逆
瀬
川
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
逆
瀬
川
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
銅
山
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
銅
山
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
三
方
谷
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
三
方
谷
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
左
支
川
板
木
川
（
板
木
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
甲
字
板
木
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
五
木
小
川]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
小
八
重
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
小
八
重
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
椎
葉
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
丙
字
土
会
平
地
内
　
ま
で

[

一
級
河
川
球
磨
川
水
系
川
辺
川
右
支
川
掛
迫
川
（
掛
橋
谷
川
）]

下
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内
　
か
ら

上
流
　
左
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内

　
　
　
右
岸
　
熊
本
県
球
磨
郡
五
木
村
乙
字
掛
迫
地
内
　
ま
で

4
　
公
聴
会
の
期
日

　
　
　
令
和
七
年
九
月
五
日
（
金
）
十
三
時
三
十
分
〜
二
十
時
頃
（
十
二
時
四
十
五
分
受
付
開
始
）

　
　
　
　
　
同
年
九
月
六
日
（
土
）
十
一
時
十
五
分
〜
十
八
時
頃
（
十
時
三
十
分
受
付
開
始
）

5
　
場
所

　
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
　
小
ホ
ー
ル
　
熊
本
県
人
吉
市
下
城
本
町
一
五
七
八
ー
一

6
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
起
業
者
の
名
称

　
国
土
交
通
大
臣
（
代
理
人
　
九
州
地
方
整
備
局
長
）

7
　
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
の
期
限

　
公
述
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、所
定
の
申
出
書
の
様
式
に
必
須
事
項
を
御
記
入
の
上
、七
月
十
八
日
ま
で
（
必
着
）

　
に
、
左
記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
御
提
出
願
い
ま
す
。

8
　
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
と
し
て
、
申
出
一
件
ご
と
に
割
り
振
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
時
間

　
公
述
の
時
間
は
、公
述
一
件
当
た
り
三
十
分
以
内
と
し
ま
す
。（
起
業
者
に
対
し
質
問
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

　
当
該
質
問
及
び
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
に
要
す
る
時
間
も
含
み
ま
す
。）

9
　
そ
の
他
の
事
項

・
申
出
書
の
様
式
及
び
公
述
の
方
法
そ
の
他
公
述
の
詳
細
は
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
熊
本
県
球

磨
郡
相
良
村
役
場
企
画
商
工
課
及
び
五
木
村
役
場
ダ
ム
対
策
課
に
備
え
つ
け
て
あ
り
ま
す
。

・
公
述
希
望
者
が
多
数
の
場
合
に
は
、
公
述
人
の
数
を
制
限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
公
述
希
望
者
が
少
数
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
公
聴
会
の
開
催
時
間
を
変
更
す
る
等
の
場
合
に
は
、
会
場
入

口
に
掲
示
し
ま
す
。

・
公
聴
会
は
一
般
に
も
公
開
し
ま
す
。
な
お
、
会
場
の
収
容
能
力
及
び
公
聴
会
の
円
滑
な
実
施
の
観
点
か
ら
、

受
付
時
に
、
当
日
の
傍
聴
券
を
先
着
順
に
て
配
布
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

・
人
吉
市
カ
ル
チ
ャ
ー
パ
レ
ス
に
駐
車
場
は
あ
り
ま
す
が
、
台
数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
公
共

交
通
機
関
又
は
乗
り
合
わ
せ
の
う
え
御
利
用
く
だ
さ
い
。

・
問
い
合
わ
せ
先

国
土
交
通
省
不
動
産
・
建
設
経
済
局
総
務
課
土
地
収
用
管
理
室
　
　
〒
一
〇
〇
ー
八
九
一
八
　
東
京
都
千
代
田

区
霞
が
関
二
ー
一
ー
三
　
　
電
話
　
〇
三
ー
五
二
五
三
ー
八
一
一
一
（
内
線
二
四
一
六
四
）

人吉新聞
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l)


